
外来医療体制について

令 和 ４ 年 度 第 ２ 回 上 小 医 療 圏
地 域 医 療 構 想 調 整 会 議

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ７ 日
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本日の内容

１．外来機能報告について

・外来機能報告のスケジュール遅延の状況
・紹介受診重点医療機関に関するスケジュール

２．外来医療計画の進捗について

・地域で不足する外来医療機能への対応状況
・医療機器の共同利用計画書の提出状況

３．その他

(1)かかりつけ医に関する国の議論の状況について

(2)医療に関する広報事業について
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１．外来機能報告について

○外来機能報告の報告開始の延期について

・外来機能報告の内、診療実績を報告する「報告様式２」につ
いては、医療機関の事務負担軽減等のため、レセプト情報等
（NDB）の集計結果を提供した上で、11月１日から11月30日
に報告いただく予定であった。

・集計のために参照しているNDBにおいて一部レセプト情報の
補正作業を行う必要があることから、病床機能報告及び外来機
能報告について、報告様式２の報告開始を延期したところ。

・外来機能報告については、一部レセプト情報の補正作業後に
再度集計を行う必要があるため、令和５年２月下旬から３月上
旬に開始することを目途に、改めてお知らせすることとする。

（令和４年12月９日「第20回第８次医療計画等に関する検討会」）

○外来機能報告とは

地域の医療機関の外来機能の明確化・連携のため、外来医療
の実施状況等を報告するもの。
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(1) 医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）の実施状況

① 重点外来の実施状況の概況 〔NDBで把握できる項目〕

・ 重点外来の類型ごとの実施状況を報告
＜報告イメージ＞

② 重点外来の実施状況の詳細 〔NDBで把握できる項目〕

・ 重点外来のうち、主な項目の実施状況を報告
＜報告イメージ＞

※「患者延べ数」とは、患者ごとの受診日数を合計したものとする。

日数 初診（再診）の外来延べ患者数に対する割合
初診の外来の患者延べ数 日 －

重点外来の患者延べ数 日 ％
医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来の患者延べ数 日 －
高額等の医療機器・設備を必要とする外来の患者延べ数 日 －
特定の領域に特化した機能を有する外来の患者延べ数 日 －

再診の外来の患者延べ数 日 －
重点外来の患者延べ数 日 ％

医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来の患者延べ数 日 －
高額等の医療機器・設備を必要とする外来の患者延べ数 日 －
特定の領域に特化した機能を有する外来の患者延べ数 日 －

初診の重点外来

外来化学療法加算を算定した件数 件

外来放射線治療加算を算定した件数 件

CT撮影を算定した件数 件

MRI撮影を算定した件数 件

PET検査を算定した件数 件

SPECT検査を算定した件数 件

高気圧酸素治療を算定した件数 件

画像等手術支援加算を算定した件数 件

悪性腫瘍手術を算定した件数 件

再診の重点外来

外来化学療法加算を算定した件数 件

外来放射線治療加算を算定した件数 件

CT撮影を算定した件数 件

MRI撮影を算定した件数 件

PET検査を算定した件数 件

SPECT検査を算定した件数 件

高気圧酸素治療を算定した件数 件

画像等手術支援加算を算定した件数 件

悪性腫瘍手術を算定した件数 件

(2) 紹介受診重点医療機関となる意向の有無 〔NDBで把握できない項目〕

外来機能報告における報告項目① 第 1 0 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日
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(3) 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項

① その他の外来・在宅医療・地域連携の実施状況 〔NDBで把握できる項目〕

・ 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・在宅医療・地域連携の実施状況を報告
＜報告イメージ＞

② 救急医療の実施状況 〔病床機能報告で把握できる項目〕（病床機能報告で報告する場合、省略可）

・ 休日に受診した患者延べ数、夜間・時間外に受診した患者延べ数、救急車の受入件数を報告
＜報告イメージ＞（病床機能報告と同様）

人数・件数

休日に受診した患者延べ数 人

上記のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 人

夜間・時間外に受診した患者延べ数 人

上記のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 人

救急車の受入件数 件

生活習慣病管理料を算定した件数 件

特定疾患療養管理料を算定した件数 件

糖尿病合併症管理料を算定した件数 件

糖尿病透析予防指導管理料を算定した件数 件

機能強化加算を算定した件数 件

小児かかりつけ診療料を算定した件数 件

地域包括診療料を算定した件数 件

地域包括診療加算を算定した件数 件

オンライン診療料を算定した件数 件

往診料を算定した件数 件

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）を算定した件数 件

在宅時医学総合管理料を算定した件数 件

診療情報提供料（Ⅰ）を算定した件数 件

診療情報提供料（Ⅲ）を算定した件数 件

地域連携診療計画加算を算定した件数 件

がん治療連携計画策定料を算定した件数 件

がん治療連携指導料を算定した件数 件

がん患者指導管理料を算定した件数 件

外来緩和ケア管理料を算定した件数 件

③ 紹介・逆紹介の状況（紹介率・逆紹介率） 〔NDBで把握できない項目〕（有床診療所は任意）

・ 紹介率・逆紹介率を報告 （初診患者数、紹介患者数、逆紹介患者数）

外来機能報告における報告項目② 第 1 0 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日
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④ 外来における人材の配置状況 〔専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師を除き、病床機能報告で把握できる項目〕（病
床機能報告で報告する場合、重複項目は省略可）（有床診療所は任意）

・ 医師について、施設全体の職員数を報告

・ 看護師、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師、准看護師、看護補助者、助産師、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、薬剤師、臨床工学技士、管理栄養士について、外来部門の職員数を報告

※ 勤務時間の概ね8割以上を外来部門で勤務する職員を計上。複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる場
合は、外来部門の職員として計上（病床機能報告と同様の計上方法）

＜報告イメージ＞（専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師を除き、病床機能報告と同様）

⑤ 高額等の医療機器・設備の保有状況 〔病床機能報告で把握できる項目〕（病床機能報告で報告する場合、省略可）

・ マルチスライスCT（64列以上、16列～64列、16列未満）、その他のCT、MRI（3テスラ以上、1.5～3テスラ未満、1.5テスラ
未満）、血管連続撮影装置（DSA法を行う装置）、SPECT、PET、PETCT、PETMRI、ガンマナイフ、サイバーナイフ、強度
変調放射線治療器、遠隔操作式密封小線源治療装置、内視鏡手術用支援機器（ダヴィンチ）の台数を報告

常勤（実人数） 非常勤（常勤換算）

＜施設全体＞ － －

医師 人 人

＜外来部門＞ － －

看護師 人 人

専門看護師・認定看護師・
特定行為研修修了看護師

人 人

准看護師 人 人

看護補助者 人 人

常勤（実人数） 非常勤（常勤換算）

助産師 人 人

理学療法士 人 人

作業療法士 人 人

言語聴覚士 人 人

薬剤師 人 人

臨床工学技士 人 人

管理栄養士 人 人

外来機能報告における報告項目③ 第 1 0 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日
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１．外来機能報告について

○紹介受診重点医療機関に係る議論等の想定スケジュール

地域医療構想調整会議紹介受診重点医療機関
となる意向の有無

重点外来の割合
（国基準）

意向あり

意向なし

通常の協議

該当医療機関は意
向なしとした理由
等を説明

該当医療機関は意
向ありとした理由
等を説明
紹介率、逆紹介率
の状況等を参考に
議論

協議後の対応・
公表事項等

意向と協議の場で
の結論が一致した
医療機関を紹介受
診重点医療機関と
して公表

意向がなく紹介受
診重点医療機関と
ならない医療機関
については公表事
項なし

意向と協議の場で
の結論が不一致と
なった医療機関は、
当該医療機関が改
めて検討した意向
を踏まえ、２回目
の協議を実施

外来機能報告（R4.10～R5.4）
地域の協議
（R5.7～R5.9）

（R5.10）

（R6.1～R6.2）

基準を満たさない

基準を満たす

基準を満たす

基準を満たさない
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２．外来医療計画の進捗について

○地域で不足する外来医療機能への対応について

・ 県は医療機関（無床診療所）に対し、地域で不足する外来医療機能を担うことに
ついての意向を確認。

・ 意向確認は医療機関が開設手続きを行う際、保健福祉事務所（保健所）に届出を
提出することで行う。

・ 届出状況については、圏域ごとの協議の場（地域医療構想調整会議）へ報告。

【意向確認の対象となる医療機能】

①初期救急医療 ②在宅医療 ③公衆衛生に係る医療 ④その他、協議の場で不足
すると認められた医療

【手続きフロー】
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見
佳

ち
く
ま
こ
こ
ろ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク

○

長
野

R
3
.5

.7
大
島
　
朋
光

平
和
館
診
療
所

診
療
日
が
月
２
回
の
み
で
あ
る
た
め
。
（医

師
が
千
葉
県
在
住
）

長
野

R
3
.9

.1
上
條
　
哲
義

か
み
じ
ょ
う
リ
ハ
ビ
リ
整
形
外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

○

長
野

R
3
.9

.2
7
公
益
財
団
法
人
倉
石
地
域
振

興
財
団

長
野
巡
回
健
診
診
療
所

○

長
野

R
3
.1

1
.1

2
医
療
法
人
社
団
平
郁
会

み
ん
な
の
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
長
野

○

長
野

R
3
.1

1
.1

7
仁
科
　
直

仁
科
医
院

○

長
野

R
3
.1

1
.2

2
渡
辺
　
高
典

北
長
池
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

○

長
野

R
3
.1

2
.2
平
田
　
寛
明

ク
リ
ス
タ
ル
メ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク
長
野

院
美
容
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
あ
り
、
人
員
の
配
置
等
か

ら
対
応
が
困
難
で
あ
る
為
。

長
野

R
4
.1

.3
医
療
法
人
聖
美
会

ウ
ェ
ン
デ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

○

長
野

R
4
.4

.1
3
矢
彦
沢
　
裕
之

矢
彦
沢
内
科
・
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ
ク

○
○

○
○

予
防
接
種
事
業
・
検
診
・
脳

ド
ッ
ク
に
対
応
。
認
知
症
医
療

を
提
供

長
野

R
4
.4

.1
9
医
療
法
人
あ
さ
ひ

ふ
く
お
か
耳
鼻
咽
喉
科
め
ま
い
ク
リ

ニ
ッ
ク

○

長
野

R
4
.5

.1
3
北
澤
　
義
彦

エ
ミ
ナ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
長
野
院

医
療
脱
毛
専
門
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
あ
り
、
対
応
可
能
な

機
能
が
な
い
。

長
野

R
4
.6

.1
5
北
野
　
友
裕

き
た
の
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

○

長
野

R
4
.7

.7
柳
沢
　
信
生

P
R

E
S
IA

 B
e
au

ty C
lin

ic
美
容
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
あ
り
、
人
員
の
配
置
等
か

ら
対
応
が
困
難
で
あ
る
為
。

長
野

R
4
.7

.1
9
医
療
法
人
社
団
メ
デ
ィ
カ
ル
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア

T
B
C
東
京
中
央
美
容
外
科
長
野
院

美
容
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
あ
り
、
人
員
の
配
置
等
か

ら
対
応
が
困
難
で
あ
る
為
。

長
野

R
4
.8

.2
2
医
療
法
人
ひ
と
み
会

M
ID
O
R
I眼
科

○
土
・日

・祝
対
応
可

長
野

R
4
.9

.1
5
佐
藤
　
俊
一

佐
藤
医
院

○
○

○

長
野

R
4
.1

0
.1

3
秋
田
　
倫
幸

や
し
ろ
あ
き
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

○

長
野

R
4
.1

0
.1

4
新
田
　
純
平

新
田
ブ
レ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

○
○

○
死
因
不
明
症
例
に
対
す
る
C
T

を
用
い
た
A
I、
検
死
へ
の
協
力

長
野

R
4
.1

2
.1
医
療
法
人
英
聖
会

山
口
眼
科
内
科

○
○

長
野

R
4
.1

2
.2
井
吹
　
ゆ
き

び
わ
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

○

長
野

R
4
.1

2
.2

3
野
﨑
　
郷

ノ
ー
ス
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク

診
療
が
土
・日

の
み
で
あ
る
た
め

長
野

R
5
.1

.4
笹
井
　
正
宏

笹
井
医
院

○
○

○
○

北
信

R
3
.8

.1
8
藤
本
　
和
法

い
い
や
ま
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

○
○

○
○

C
O
V
ID
-19へ

の
対
応
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２．外来医療計画の進捗について

○医療機器の共同利用計画書の提出について

・ 県は、外来医療計画に定める医療機器を新たに設置又は更新する医療機関に対し、
共同利用の意向を確認。

・ 意向確認は、医療機関が機器の設置から10日以内に保健福祉事務所（保健所）に
届出を提出することで行う。

・ 届出状況については圏域ごとの協議の場（地域医療構想調整会議）へ報告。

【共同利用計画の対象となる医療機器】

①CT ②MRI ③PET（PET-CTを含む） ④マンモグラフィ
⑤放射線治療機器（リニアック、ガンマナイフ等）

【手続きフロー】

12



（行わない場合）
その理由

相手方による
機器の利用

相手方からの
患者受入、画
像情報等の提
供

佐久 R3.4.5
長野県厚生農業協同組合
連合会

佐久総合病院小海分院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
シーメンスヘルスケアSOMATOM　go.TOP 行う ○ ○

佐久 R5.1.12
長野県厚生農業協同組合
連合会

佐久医療センター
新規
購入

マルチスライスCT
（64列以上）

GE ﾍﾙｽｹｱ　Revolution Apex 行う ○ ○

諏訪 R3.5.12 諏訪中央病院組合 諏訪中央病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
シーメンスヘルスケアSOMATOM go Top 行う ○ ○ ○

諏訪 R3.9.29 日本赤十字社 諏訪赤十字病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
キャノンメディカルシステムズ
Aquilion ONE/Nature

行う ○ ○ ○ ○

諏訪 R3.10.20 秋田　真吾 さくら並木クリニック
新規
購入

マルチスライスCT
（64列以上）

キャノン　Aquilion Start 行う ○ ○

諏訪 R3.12.8 医療法人薫洋会 あるがクリニック
新規
購入

マルチスライスCT
（16列以上64列未満）

東芝メディカルシステムズ(株)
TSX-035A/6B

行う ○ ○ ○

諏訪 R4.1.11 医療法人こまくさ会 池田医院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
キャノンTSX-036A 行う ○ ○

諏訪 R4.5.23 医療法人LAGOM ライフクリニック蓼科
新規
購入

マルチスライスCT
（16列以上64列未満）

株式会社　日立製作所
要望があれ
ば対応可

○ ○

上伊那 R3.5.20 医療法人すずらん
まえやま内科胃腸科ク
リニック

更新
マルチスライスCT

（16列以上64列未満）
GEヘルスケア・ジャパン(株)
RevolutionACT

行わない
放射線技師を雇っておらず、検
数を増やすことができない。

上伊那 R3.11.5
長野県厚生農業協同組合
連合会

富士見高原医療福祉セ
ンターみすず診療所

更新
マルチスライスCT

（16列以上64列未満）
GEヘルスケアジャパン
Revolution　ACTPro　40kVA

行う ○ ○

上伊那 R4.3.28 医療法人公人会前澤病院 前澤病院 更新 マンモグラフィ キャノンメディカルシステムズ(株)MGU-1000D/NS 行う ○ ○

上伊那 R4.11.22 医療法人暁会仁愛病院 仁愛病院
新規
購入

MRI
（1.5テスラ以上３テスラ未満）

Echelon Smart plus 行う ○ ○

飯伊 R3.5.12 日本赤十字社 下伊那赤十字病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
GEヘルスケア・ジャパン(株)
Revolution MAXIMA

要望があれ
ば対応可

○ ○

飯伊 R3.12.22 医療法人輝山会 輝山会記念病院 更新 マンモグラフィ 富士フィルムFDRMS-3500 行う ○ ○

木曽 R3.4.30
地方独立行政法人長野県
立病院機構

県立木曽病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
Canon Aquilion Lightning 行う ○ ○ ○

松本 R3.6.21 医療法人うすいクリニック うすいクリニック
新規
購入

MRI
（1.5テスラ以上３テスラ未満）

日立MRイメージング装置ECHELON Smart 行う ○ ○

松本 R3.7.16 上條　篤
上條アレルギー科・耳
鼻咽喉科医院

新規
購入

マルチスライスCT
（その他）

モリタ３D Accuitomo タイプF17S2
（頭部用X線CT装置）

要望があれ
ば対応可

○ ○

松本 R4.9.27
社会医療法人城西医療財
団

城西病院 更新
MRI

（1.5テスラ以上３テスラ未満）
富士フィルムヘルスケア ECHELON SmartPlus 行う ○ ○ ○

医療機器の共同利用計画書提出状況

圏域
紙

CD
DVD

１．医療機器の情報

届出日 開設者 施設名

共同利用の方法

３．共同利用の実施について２．設置する医療機器

ネット
ワーク

共同利用
の可否

機器の種類
メーカー及び

型式
区分
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（行わない場合）
その理由

相手方による
機器の利用

相手方からの
患者受入、画
像情報等の提
供

圏域
紙

CD
DVD

１．医療機器の情報

届出日 開設者 施設名

共同利用の方法

３．共同利用の実施について２．設置する医療機器

ネット
ワーク

共同利用
の可否

機器の種類
メーカー及び

型式
区分

松本 R4.10.20 医療法人弘仁会 かもいクリニック
新規
購入

マルチスライスCT
（16列以上64列未満）

キャノンメディカルシステムズ㈱ 行う ○ ○

長野 R3.4.26
長野県厚生農業協同組合
連合会

松代総合病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
シーメンスSOMATOM　Perspecyive

要望があれ
ば対応可

○ ○

長野 R3.5.18
地方独立行政法人長野市
民病院

長野市民病院 更新
マルチスライスCT

（16列以上64列未満）
GEヘルスケアジャパン(株)
Revolution EVO EX

行う ○ ○

長野 R3.10.1 日本赤十字社 長野赤十字病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
キャノンメディカルシステムズ(株)
TSX-306A/11

行う ○ ○

長野 R3.10.8 長野医療生活協同組合 長野中央病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
PHILIPS　Incisive 行う ○ ○

長野 R3.11.1
地方独立行政法人長野県
立病院機構

県立信州医療センター 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
キャノンメディカルシステムズ
Aqualion Prime SP/1 Edition

行う ○ ○

長野 R3.11.1
地方独立行政法人長野県
立病院機構

県立信州医療センター 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
GE横川メディカル
Revolution CT

行う ○ ○

長野 R3.11.15
地方独立行政法人長野市
民病院

長野市民病院 更新
マルチスライスCT

（16列以上64列未満）
シーメンスヘルスケアSOMATOM go Sim 行う ○ ○

長野 R4.1.13
長野県厚生農業協同組合
連合会

南長野医療センター篠
ノ井総合病院

更新
マルチスライスCT

（64列以上）
Canon Aquilion ONE　320列 行う ○ ○

長野 R4.2.9 日本赤十字社 長野赤十字病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
キャノンメディカルシステムズ㈱ TSX-202A/2A 行わない

放射線治療計画用位置決
めCTであるため

長野 R4.3.18 医療法人啓成会岡田内科 岡田内科 更新
マルチスライスCT

（16列以上64列未満）
富士フィルムヘルスケア㈱ 行わない

地域で共同利用の必要性が
乏しいと考えられるため

長野 R4.4.13 矢彦沢　裕之
矢彦沢内科・脳神経クリ
ニック

新規
購入

MRI
（1.5テスラ以上３テスラ未満）

E-SMART-PH2-J2(富士フィルム)
要望があれ
ば対応可

○

長野 R4.4.28 日本赤十字社 長野赤十字病院 更新 放射線治療装置 Elekta Versa HD 行う ○ ○

長野 R4.6.15 北野　友裕
きたの耳鼻咽喉科クリ
ニック

新規
購入

その他のCT ㈱アールエフ NAOMI-CT
要望があれ
ば対応可

○ ○

北信 R3.5.20
長野県厚生農業協同組合
連合会

北信総合病院 更新
マルチスライスCT

（64列以上）
キャノン Aquilion PrimeSP iEdition 行う ○ ○
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３．その他

(1)かかりつけ医に関する国の議論の状況

・かかりつけ医機能の定義について
かかりつけ機能の制度整備のため、かかりつけ医機能を「身近な地域にお

ける日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」と定義し、
法定化する。（令和５年度 法定化予定）

・医療情報提供制度について
「かかりつけ医機能」に関して、情報提供項目を見直し（対象者の別(高

齢者、障がい者、子供など)、日常的によくある疾患への幅広い対応、入退
院時の支援など他の医療機関との連携の具体的内容など）国民・患者に分か
りやすく情報提供する。（令和６年度 報告様式の見直し予定）

・かかりつけ医機能報告制度の創設について
地域におけるかかりつけ医機能の充足状況や、かかりつけ医機能をあわせ

もつ医療機関を確認・公表した上で、地域の協議の場で不足する機能を強化
する具体的方策を検討・公表する。（令和７年度 報告開始予定）

・医療計画への反映について
かかりつけ医機能が発揮される制度整備について、具体的方針等が決定し

た段階で、適宜、医療計画に反映する。（令和８年度第８次医療計画の中
間見直しを想定） 15



３．その他

(2)医療に関する広報事業について

・県医療政策課では令和５年度事業として、医療に関する広報
事業を予算案として提出したところ。

・広報内容に関するご意見等、お寄せください。
○青森県の事例 ○練馬区の事例
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